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(57)【要約】
【課題】回転槽内の洗濯物全体に満遍なく洗濯水を供給
し、洗浄性能およびすすぎ性能を向上する。
【解決手段】水槽２側から回転槽４側へ洗濯水を放水す
るポンプ（放水手段）２１、噴出水路（放水手段）２２
、噴出口（放水手段）２６を備え、回転槽４は、噴出口
（放水手段）２６から放水された洗濯水を衝突させる衝
突面２９を有し、衝突面２９を回転槽４の径方向断面か
ら見て放水方向に対して傾斜させて形成し、回転槽４の
回転とともに洗濯水の放水方向が変化するようにしたも
のである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
洗濯水を溜める水槽と、前記水槽内に回転可能に配設され前面側に開口部を設けた円筒形
の回転槽と、前記回転槽を回転駆動するモータと、前記水槽側から前記回転槽側へ洗濯水
を放水する放水手段とを備え、前記回転槽は、前記放水手段から放水された洗濯水を衝突
させる衝突面を有し、前記衝突面を回転槽の径方向断面から見て放水方向に対して傾斜さ
せて形成し、前記回転槽の回転とともに洗濯水の放水方向が変化するようにした洗濯機。
【請求項２】
衝突面は、回転槽の回転軸心を中心とし、略円形に形成した開口部の周縁に複数設けた請
求項１記載の洗濯機。
【請求項３】
衝突面は、開口部の周縁に略等間隔に配設した請求項２記載の洗濯機。
【請求項４】
衝突面は、少なくとも１個以上の放水方向に対する傾斜角度が、他の衝突面の傾斜角度と
異なるように構成した請求項２または３記載の洗濯機。
【請求項５】
放水手段の噴出口を複数設けた請求項１～４のいずれか１項に記載の洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣類等の洗濯をおこなう洗濯機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の洗濯機は、水槽内の洗濯水をポンプによって回転槽内へ循環させて洗濯
物に噴出するようにしたものがあり、回転槽の前面側から回転槽の中心側に少しずつ角度
を変えて複数形成されている噴出口より噴出するようにしたものが考えられている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、洗濯槽の回転軸を鉛直方向とした縦型洗濯機において、洗濯槽の開口部に給水口
を複数設けることが考えられている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１２７９７８号公報
【特許文献２】特開２００５－３３４４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の構成では、噴出口が回転槽の前面側上方に設けられ、下方に
向かって洗濯水を噴出するものであるため、回転槽の奥行き方向に少しずつ角度を変えて
複数の噴出口から噴出するようにしても、回転槽内の様々な位置に存在する洗濯物に対し
て満遍なく洗濯水をかけることができないという問題があった。また、縦型洗濯機では、
洗濯物が水流によって洗濯槽の内周側面に偏った状態で洗濯水中にあり、給水されるすす
ぎ水を洗濯物に満遍なく供給することができないという問題があり、洗浄効率およびすす
ぎ効率が悪いという課題があった。
【０００６】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、回転槽内の洗濯物全体に満遍なく洗濯水
を供給し、洗浄性能およびすすぎ性能に優れた洗濯機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　前記従来の課題を解決するために、本発明の洗濯機は、水槽側から回転槽側へ洗濯水を
放水する放水手段を備え、前記回転槽は、前記放水手段から放水された洗濯水を衝突させ
る衝突面を有し、前記衝突面を回転槽の径方向断面から見て放水方向に対して傾斜させて
形成し、前記回転槽の回転とともに洗濯水の放水方向が変化するようにしたものである。
【０００８】
　これによって、放水手段により水槽側から回転槽側へ洗濯水を放水させると、洗濯水は
衝突面に衝突して回転槽の軸方向に拡散され、かつ、回転槽の回転とともに洗濯水の放水
方向が回転槽の径方向に変化するため、洗濯水を回転槽内の洗濯物全体に満遍なく供給す
ることができ、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の洗濯機は、放水手段から放水される洗濯水の放水方向を回転槽の回転とともに
変化させることができ、回転槽内の洗濯物全体に満遍なく洗濯水を供給し、洗浄性能およ
びすすぎ性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１における洗濯機の断面図
【図２】同洗濯機の要部拡大断面図
【図３】同洗濯機の図１のＡ－Ａ矢視図
【図４】同洗濯機の図１のＢ－Ｂ矢視図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　第１の発明は、洗濯水を溜める水槽と、前記水槽内に回転可能に配設され前面側に開口
部を設けた円筒形の回転槽と、前記回転槽を回転駆動するモータと、前記水槽側から前記
回転槽側へ洗濯水を放水する放水手段とを備え、前記回転槽は、前記放水手段から放水さ
れた洗濯水を衝突させる衝突面を有し、前記衝突面を回転槽の径方向断面から見て放水方
向に対して傾斜させて形成し、前記回転槽の回転とともに洗濯水の放水方向が変化するよ
うにしたことにより、放水手段により水槽側から回転槽側へ放水された洗濯水は、衝突面
に衝突して回転槽の軸方向に拡散され、かつ、回転槽の回転とともに洗濯水の放水方向が
回転槽の径方向に変化するため、洗濯水を回転槽内の洗濯物全体に満遍なく供給すること
ができ、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【００１２】
　第２の発明は、特に、第１の発明の衝突面は、回転槽の回転軸心を中心とし、略円形に
形成した開口部の周縁に複数設けたことにより、放水手段により水槽側から回転槽側へ放
水された洗濯水は、複数の衝突面により、回転槽が一回転する間に、放水方向が回転槽の
径方向に複数回変化させることができるため、洗濯水を回転槽内の洗濯物全体により満遍
なく供給することができ、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【００１３】
　第３の発明は、特に、第２の発明の衝突面は、開口部の周縁に略等間隔に配設したこと
により、放水手段により水槽側から回転槽側へ放水された洗濯水は、衝突面により放水方
向が回転槽の径方向に変化する時間間隔を、回転槽の一回転の間に等間隔にすることがで
き、洗濯水を回転槽内の洗濯物全体に、偏りなく満遍に供給することができ、洗浄性能お
よびすすぎ性能を向上させることができる。
【００１４】
　第４の発明は、特に、第２または第３の発明の衝突面は、少なくとも１個以上の放水方
向に対する傾斜角度が、他の衝突面の傾斜角度と異なるように構成したことにより、放水
手段により水槽側から回転槽側へ放水された洗濯水は、複数の衝突面により、放水方向が
回転槽の径方向に多段的に変化させることができるため、洗濯水を回転槽内の洗濯物全体
に満遍なく供給することができ、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【００１５】
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　第５の発明は、特に、第１～第４のいずれか１つの発明の放水手段の噴出口を複数設け
たことにより、開口部の周縁に沿った複数の位置から洗濯水を放水することができ、回転
槽の回転とともに衝突面により放水方向を変化させて洗濯水を回転槽内の洗濯物全体に満
遍なく供給することができ、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１７】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の第１の実施の形態における洗濯機の断面図、図２は、同洗濯機の要部
断面図、図３は、同洗濯機の図１のＡ－Ａ矢視図、図４は、同洗濯機の図１のＢ－Ｂ矢視
図である。
【００１８】
　図１～図４において、筐体１内に有底円筒形に形成された水槽２がサスペンション３に
より弾性支持されている。この水槽２内に有底円筒形に形成された回転槽４が回転可能に
配設されている。回転槽４の回転軸心４ａは、回転槽４の円筒形の中心線とほぼ一致して
おり、これは水槽２の円筒形の中心線ともほぼ一致している。水槽２および回転槽４は、
前面側に各々開口部５、６が設けてあり、水槽２の開口部５側を筐体１の正面側にして、
回転槽４の回転軸心４ａを水平方向から前上がりに傾斜（例えば、１０～２０度）させて
支持されている。
【００１９】
　水槽２および回転槽４の開口部５、６に対向して筐体１の前面に開閉自在な扉体７が設
けてあり、この扉体７を開くことにより、回転槽４に対して洗濯物を出し入れすることが
できる。なお、水槽２の開口部５の周囲には、柔軟な例えばラバー等の弾性体によって成
形されたベローズ８が配設され、扉体７を閉じると、その内面にベローズ８の一端が圧接
し、開口部５と扉体７がシールされる。
【００２０】
　水槽２の開口部５と反対側の端面には、回転槽４を回転駆動するモータ９が取り付けら
れている。モータ９のロータは、槽回転軸１０で回転槽４と連結されており、モータ９の
回転は槽回転軸１０によって回転槽４に伝達される。回転槽４の円筒壁１１には、複数の
突起体１２が回転軸心４ａに向かって内方へ突出して設けられており、回転槽４を回転さ
せることにより、洗濯物を突起体１２で引っ掛けて上方に持ち上げては、回転槽４内の上
方から落下させるといった動作を行なうことができる。
【００２１】
　回転槽４の円筒壁１１には、水槽２内と連通する小孔１３が全周にわたって多数設けら
れており、水槽２内の洗濯水が所定の水位に溜まると、小孔１３から回転槽４内に洗濯水
が入ってくるように構成されている。
【００２２】
　水槽２の上方には、洗剤を収容する洗剤容器１４が設けられている。洗剤容器１４は、
水道の蛇口と接続されている給水弁１５に接続されており、この給水弁１５の開閉によっ
て洗剤容器１４への水道水の供給と停止をおこなう。また、洗剤容器１４の下方には、洗
剤容器１４内に導入された水を洗剤とともに水槽２内に導く給水経路１６が設けられてい
る。
【００２３】
　水槽２の下方には、水槽２内の洗濯水を排出する排出口１７が設けられており、排出口
１７から排出される洗濯水を筐体１の外へと導く排水経路１８が設けられている。排水経
路１８の途中には、排水経路１８を開閉する排水弁１９が設けられている。
【００２４】
　排出口１７には、水槽２から排出された洗濯水を回転槽４を経て、再び水槽２内へ導く
循環経路２０が接続されており、排水経路１８と途中で分岐して設けられている。循環経
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路２０は、水槽２の後方下部から前方に向かって水槽２の下方にほぼ水平に配設されてし
いる。循環経路２０の途中には、ポンプ２１が設けられており、ポンプ２１を駆動すると
、水槽２内の洗濯水を排出口１７から循環経路２０内に引き込み、循環経路２０に流入し
た洗濯水を加圧して回転槽４へ送水し、循環経路２０を通して水槽２へ循環させることが
できる。
【００２５】
　水槽２の前部内側には、回転槽４の開口部６側から見て、水槽２に設けた円形の開口部
５の外周側に噴出水路２２が環状に設けられている（図４）。この噴出水路２２は、回転
槽４の前面側に円形に設けた開口部６の周縁部２３の外側に設けられている。水槽２に設
けた開口部５と、回転槽４に設けた開口部６と、噴出水路２２は略同心円状に形成され、
噴出水路２２の内周縁部２４は、開口部６の周縁部２３より半径方向の外側に位置する。
【００２６】
　ポンプ２１により送水される水槽２内の洗濯水は、循環経路２０を通って噴出水路２２
に接続された流入口２５から噴出水路２２内へ導かれ、噴出水路２２の回転軸心４ａ側に
設けた少なくとも３個以上（図４の例は７個）の複数の噴出口２６（２６ａ～２６ｇ）へ
導かれる。噴出口２６は、回転槽４の回転軸心４ａを中心として略等間隔に設けられてい
る。
【００２７】
　噴出口２６と、開口部６の周縁部２３との間には空間部２７が設けられている。空間部
２７には、噴出口２６から空間部２７に噴出した洗濯水を開口部６に向かって案内する案
内部２８が設けてあり、空間部２７に噴出した洗濯水を開口部６へと導いて、回転槽４内
へ導入されるように構成している。
【００２８】
　ポンプ２１により送水される洗濯水は、噴出口２６から棒状の噴流となって回転軸心４
ａ側へ回転槽４の開口面に対して略平行に噴出され、噴出口２６から空間部２７に噴出し
た洗濯水は、案内部２８によって回転槽４の周縁部２３近傍に導かれる。案内部２８は、
水槽２の前方内側に、回転槽４の開口部６の周縁部２３と対向する形で、周縁部２３との
間に若干の隙間を持たせて環状に形成されており、回転槽４内の洗濯物が前方に出てきて
も、引っかかることのないように構成している。
【００２９】
　複数の噴出口２６（２６ａ～２６ｇ）は、回転槽４の開口部６の周縁部２３から半径方
向へ離れた位置に形成しており、噴出口２６を回転槽４の開口部６に露出させることなく
、回転槽４内の洗濯物に対して、拡散した洗濯水をかけることが可能であり、かつ、回転
槽４内に洗濯物を投入するとき、あるいは、取り出し時に開口部６に引っ掛かって傷める
ことがなく、洗濯物の出し入れが容易で、使い勝手をよくすることができる。水槽２側か
ら回転槽４側へ洗濯水を放水する放水手段は、ポンプ２１、噴出水路２２、噴出口２６等
を含む。
【００３０】
　噴出口２６から噴出された噴流を案内部２８に導くための導水壁面等はなく、噴出口２
６からの噴流は、空間部２７に放出された後、案内部２８に衝突し、拡散しながら回転槽
４の開口部６に向かって噴出し、回転槽４内へと導かれるように構成しているため、噴出
口２６を回転槽４の開口部６の周側部から離れた位置に形成しても、噴出口２６からの噴
流は、不要な壁面抵抗を受けることなく回転槽４内へ導くことができ、流速の低下を最低
限に抑え、洗濯水を勢いよく回転槽４内の洗濯物に供給することができる。
【００３１】
　回転槽４の開口部６の周縁部２３には、案内部２８によって周縁部２３の近傍に放水さ
れた洗濯水を衝突させて進行方向を変更する衝突面２９が形成されている。衝突面２９は
、回転槽４の軸方向断面、すなわち、開口部６を正面から見て、案内部２８により放水さ
れる放水方向に対して先開き状に傾斜させて設けている。
【００３２】
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　衝突面２９は、回転槽４の回転軸心４ａを中心とし、略円形に形成した開口部６の周縁
部２３に略等間隔で複数設けている（図３の例は８箇所）。衝突面２９（２９ａ～２９ｈ
）は、回転槽４が回転することにより、案内部２８により放水される洗濯水に対して順次
対向することになるが、その放水方向に対する傾斜角度が、それぞれ異なるように構成さ
れている。
【００３３】
　また、衝突面２９ａ～２９ｄは、放水方向に対して先開き状に左側へ傾斜させ、衝突面
２９ｅ～２９ｈは、右側へ傾斜させてあり、回転槽４の正逆回転に対して同様の放水状態
が実現できるようにしている。
【００３４】
　筐体１内の後方下部には、モータ９、給水弁１５、排水弁１９、ポンプ２１等を制御し
、洗濯、すすぎ、脱水等の各工程を逐次制御する制御手段３０が設けられている。
【００３５】
　以上のように構成された洗濯機について、以下その動作、作用を説明する。洗濯または
／およびすすぎ工程において、制御手段３０は、排水弁１９を閉じた状態で、給水弁１５
を開き、水槽２内に洗濯水の給水をおこないながら、回転槽４を回転させ、洗濯物を突起
体１２で引っ掛けて上方に持ち上げては、ある程度の高さで落下させ、洗濯水に叩きつけ
るといった叩き洗いの動作を行なう。
【００３６】
　このとき、洗濯水の水位を上げすぎると、洗濯水までの洗濯物の落下距離が短くなるた
め、叩き効果が小さくなり、洗浄性能およびすすぎ性能が低下するので、回転槽４内の下
方まで洗濯水が溜まると、給水弁１５を閉じる。このように水槽２内の水位が低い状態、
すなわち、洗濯水が少ない状態では、洗濯物全体に洗濯水が行き渡りにくいので、ポンプ
２１を駆動し、ポンプ２１により送水される洗濯水を複数の噴出口２６から噴出し、洗濯
物にかけながら、洗濯またはすすぎを行なう。
【００３７】
　ここで、噴出口２６から噴出された洗濯水は、案内部２８により回転槽４の開口部６の
周縁部２３近傍に放水された後、その放水方向（図３のＸ方向）と回転槽４に設けた衝突
面２９（２９ａ～２９ｈ）が対向しない場合は、そのままの放水方向、すなわち、図３の
Ｙ方向へ放水されて回転槽４内に導かれる。そして、対向した場合は、衝突面２９（２９
ａ～２９ｈ）に衝突して飛散し放水方向が変更され、すなわち、図３のＺ方向へ放水され
て回転槽４内に導かれる。
【００３８】
　このため、放水手段により放水された洗濯水は、回転槽４の回転とともに、放水方向を
回転槽４の径方向へ変化させることができるため、洗濯水を回転槽４内の洗濯物全体に満
遍なく供給し続けることができ、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【００３９】
　また、衝突して進行方向が変更されるとき、洗濯水は、回転槽４の軸方向に押し広げら
れ、拡散された後に、回転槽４の奥行き方向にも広がりを持って、回転槽４内に導かれる
ことになるため、洗濯物全体により満遍なく供給することができる。
【００４０】
　また、１つの噴出口２６から噴出された洗濯水の放水に対して、回転槽４が一回転する
間に、複数の衝突面２９が対向することになるため、放水方向が回転槽４の径方向に複数
回変化させることができるため、頻繁に放水方向を変化させることができ、洗濯水を洗濯
物全体により満遍なく供給し続けることができ、洗浄性能およびすすぎ性能を一層向上さ
せることができる。
【００４１】
　また、複数の衝突面２９は、開口部６の周縁部２３に略等間隔に配置されているため、
１つの噴出口２６から噴出された洗濯水の放水に対して、衝突面２９により、放水方向が
回転槽４の径方向に変化する時間間隔が回転槽４の一回転の間に等間隔となるため、洗濯
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水を洗濯物全体に偏ることなく満遍に供給し続けることができ、洗浄性能およびすすぎ性
能を向上させることができる。
【００４２】
　また、１つの噴出口２６から噴出された洗濯水の放水に対して、放水方向に対する複数
の衝突面２９の傾斜角度がそれぞれ異なるように構成しているため、傾斜角度の違いに応
じて、放水された洗濯水の変更された後の放水方向が異なり、回転槽４の径方向に幅広く
変化させることができ、洗濯水を洗濯物全体により満遍なく供給し続けることができ、洗
浄性能およびすすぎ性能を向上させることができる。
【００４３】
　また、複数の噴出口２６から洗濯水を放水して衝突面２９により拡散させ、かつ、回転
槽４の回転とともに放水方向が変化するため、回転槽４内の広い範囲に洗濯水が行き届き
、洗濯水を洗濯物全体により満遍なく供給し続けることができ、洗浄性能およびすすぎ性
能を向上させることができる。
【００４４】
　なお、本実施の形態においては、ドラム式の洗濯機で説明したが、回転槽内の底部に攪
拌翼を有する縦型の洗濯機であってもよく、回転槽４を回転させながら洗いやすすぎを行
う洗濯機であれば、同様の作用効果が得られるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように、本発明にかかる洗濯機は、放水手段から放水される洗濯水の放水方向を
回転槽の回転とともに変化させることができ、回転槽内の洗濯物全体に満遍なく洗濯水を
供給し、洗浄性能およびすすぎ性能を向上させることができるので、洗濯機として有用で
ある。
【符号の説明】
【００４６】
　２　水槽
　４　回転槽
　６　開口部
　９　モータ
　２１　ポンプ（放水手段）
　２２　噴出水路（放水手段）
　２６　噴出口（放水手段）
　２９　衝突面
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